
  

西東京市告示第90号 

 

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律（昭

和55年法律第87号）第６条及び西東京市自転車等の放置防止に関する条例（平成13年

西東京市条例第137号）第11条から第13条までの規定により自転車等を撤去し、同条

例第14条第１項の規定によりこれを保管しているので、同条第２項の規定により次の

とおり告示する。 

 

令和７年４月11日  

        

西東京市長 池 澤 隆 史    

 

１ 保管自転車等 

  別紙保管告示台帳のとおり 

２ 保管場所 

  柳沢自転車等保管所 西東京市柳沢一丁目386番６の一部ほか 

３ 返還日時 

  日曜日から金曜日までの午後１時から午後６時まで  

４ 保管期間 

  告示をした日の翌日から起算して60日間とする。保管期間経過後は、廃棄等の処 

分を行うものとする。 

 

 

 










